
　令和８年度町県民税と国民健康保険税の納税通知書と納付書を６月中旬に発送します。
納税通知書と納付書が届いたら、期限内の納付をお願いします。

町県民税は１月１日現在の住所地から課税されます
１月２日以降に町へ転入した人は、１月１日に住んでいた市区町村から納税通知書と納付書が届きます。
会社などに勤めている人で、町県民税が給与から天引きされている人は、会社から通知書が渡されます。

◦問い合わせ　役場税務課　住民税係　☎096（293）3117

国国民健康保険税の制度が改正されました民健康保険税の制度が改正されました�
その１

●子ども・子育て支援金制度がスタートします
　少子化対策や子育て支援策の財源を確保するため、
４月から段階的に導入されている新しい制度です。公
的医療保険（健康保険）に上乗せされ、社会全体で子育
てを応援します。
� ※18歳未満の人には賦課されません。その２
●保険税の負担軽減対象者の範囲が拡大します
　国の定める所得基準を下回る世帯には、均等割額※１と平等割額※２を軽減する制度があります。軽減については、町で判
定しますので、申請などは不要です。
※１均等割額……被保険者一人一人にかかる金額　　※２平等割額……１世帯ごとにかかる金額
　令和８年度も５割軽減と２割軽減の所得基準が見直され、軽減の対象となる人の範囲が拡大します。
注意事項
　所得の申告がない場合は軽減対象となりません。令和７年分の申告をお忘れの人は、住民税申告を役場税務課で行ってく
ださい。所得税が課税される場合は、菊池税務署で所得税申告をお願いします。
保険税軽減基準額

区分 判定の基準となる世帯主と被保険者の前年所得合計額
令和８年度（見直し後） 令和７年度

７割 変更なし 43万円＋10万円×（給与所得者などの数－１）以下の世帯

５割 43万円＋（31万円×被保険者数）＋10万円×
（給与所得者などの数－１）以下の世帯

43万円＋（30.5万円×被保険者数）＋10万円×
（給与所得者などの数－１）以下の世帯

２割 43万円＋（57万円×被保険者数）＋10万円×
（給与所得者などの数－１）以下の世帯

43万円＋（56万円×被保険者数）＋10万円×
（給与所得者などの数－１）以下の世帯

その３
●国民健康保険税の課税限度額を変更します
　国民健康保険制度と事業の円滑な運用を行うため、令和８年度の国民健康保険税から課税限度額を引き上げます。

保険区分 令和８年度 令和７年度 変更額
医療保険分 67万円 66万円 ＋１万円

後期高齢支援金分 26万円 26万円 変更なし
介護納付金分 17万円 17万円 変更なし

子ども・子育て支援金分 ３万円

所得割　　　　　　　 均等割� 18歳以上均等割
　　

＋　　　　＋被保険者の（令和７年中
の所得－43万）×0.27％

被保険者
一人当たり
1,400円

被保険者
一人当たり
100円

※�課税限度額とは…税金を計算する際の「上限」
のことです。国民健康保険税などでは１世帯
当たりの「これ以上の金額は課税しません」
というラインが決められています。

町県民税と国民健康保険税の納税通知書を発送します

国国民健康保険税の納付書をご確認ください民健康保険税の納付書をご確認ください�
　年間保険税額を６月から令和９年１月までの８期に分けた納税通知書を、６月中旬に発送します。
　年金から保険税が天引きされている人は、10月以降の決定金額を記載した通知を発送します。
　納税通知書にはその世帯の国民健康保険加入者の氏名を記載しています。勤務先の社会保険などに加入している人の氏名
が記載されている場合は、国民健康保険からの脱退の届出をしていない可能性があります。必ず確認をお願いします。
　年間の税額決定後に同じ世帯の国民健康保険の加入者に異動（社会保険への加入や転出など）があった場合は、変更後の納
付書を後日送付します。
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健康保険課健康保険課健康保険課だよりだよりだより 歯の健康を守ろう！
●問い合わせ　役場健康保険課　母子保健係／健康推進係　☎096（294）1075
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  国保・医療係　☎096（293）3114

糖
分

　
特
に
砂
糖
が
含
ま
れ
る
食
べ
物
や
飲
み

物
が
原
因
で
す
。

　　
町
で
は
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
合
わ
せ
て

歯
科
保
健
対
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
歯
科
健
診
お
よ
び
フ
ッ
化
物
塗
布

　

幼
児
の
健
診
時（
１
歳
６
カ
月
・
３
歳

児
）に
歯
科
健
診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
希
望
す
る
ご
家
庭
に
は
フ
ッ
化
物

塗
布（
１
歳
６
カ
月
・
３
歳
児
）を
実
施
し

て
い
ま
す
。

■
フ
ッ
化
物
洗
口（
ぷ
く
ぷ
く
う
が
い
）

　
町
内
の
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
・
保

育
園
の
年
長
児
は
週
５
回
法
で
行
い
、
小

中
学
校
は
週
１
回
法
で
連
携
し
て
実
施
し

て
い
ま
す
。

※
希
望
す
る
家
庭
の
み
実
施

■
妊
婦
歯
科
健
診

　
町
に
妊
娠
の
届
け
出
を
し
た
妊
婦
を
対

象
に
、委
託
医
療
機
関
で
妊
娠
中
に
１
回
、

妊
婦
歯
科
健
診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
受

診
票
は
、
妊
娠
の
届
け
出
の
際
に
対
象
者

へ
配
布
し
て
い
ま
す
。

■
歯
周
病
検
診

　
指
定
医
療
機
関
で
歯
周
病
検
診
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
対
象
者（
今
年
度
20
歳
・

30
歳
・
40
歳
・
50
歳
・
60
歳
・
70
歳
）に

は
個
別
通
知
を
４
月
に
送
付
し
て
い
ま

す
。
公
費
で
受
け
ら
れ
る
の
は
10
年
に
1

度
と
な
り
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

■
歯
科
口
腔
健
診

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
を
対
象

に
指
定
医
療
機
関
で
健
診
を
行
っ
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
広
報
４
月
号
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。 

子
ど
も
の
む
し
歯
が
全
国
ワ
ー
ス
ト
上
位

　
熊
本
県
で
は
全
国
的
に
見
て
子
ど
も
の

む
し
歯
保
有
率
が
非
常
に
高
く
、
特
に
１

歳
半
、
３
歳
児
で
は
長
年
ワ
ー
ス
ト
上
位

の
状
態
が
続
い
て
お
り
、
依
然
と
し
て
全

国
平
均
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。
む
し
歯
菌

は
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
に
は

い
ま
せ
ん
が
、
日
々
子
ど
も
に
接
す
る
家

族
な
ど
か
ら
む
し
歯
の
原
因
と
な
る
細
菌

が
広
が
り
ま
す
。

　
子
ど
も
の
歯
や
健
康
を
守
る
た
め
、
家

族
み
ん
な
で
定
期
的
に
歯
科
健
診
を
受

け
、
口
の
中
を
清
潔
に
保
つ
こ
と
が
大
切

で
す
。

む
し
歯
の
原
因

歯
の
質

　
乳
歯
や
生
え
た
て
の

永
久
歯
は
歯
の
質
が
弱
く

『
む
し
歯
』に
な
り
や
す
い

で
す
。

む
し
歯
菌

　

主
な
む
し
歯
菌
は
ミ
ュ
ー
タ
ン
ス
菌

で
、
プ
ラ
ー
ク（
歯
垢
）を
作
り
、
糖
分
を

分
解
し
て
歯
を
溶
か
す
酸
を
作
り
ま
す
。

健
康
な
歯
を
い
つ
ま
で
も

　

６
月
４
日
か
ら
10
日
は「
歯
と
口
の
健

康
週
間
」で
す
。
こ
の
機
会
に
自
分
の
歯

の
健
康
管
理
を
見
直
し
、
む
し
歯
や
歯
周

病
の
予
防
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　
歯
を
失
う
原
因
の
ほ
と
ん
ど
が
歯
周
病

と
む
し
歯
で
す
。
歯
の
喪
失
は
そ
し
ゃ
く

以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま

す
。

歯
周
病
と
は   

　
歯
周
病
は
、
歯
肉
や
歯
を
支
え
て
い
る

骨
な
ど
の
組
織
に
お
こ
る
病
気
で
す
。
歯

と
歯
肉
の
境
目
に
歯
垢（
プ
ラ
ー
ク
）や
歯

石
が
た
ま
る
と
、
そ
の
中
に
い
る
歯
周
病

菌
が
歯
肉
に
炎
症
を
引
き
お
こ
し
、
そ
こ

に
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
加
わ
る
と
歯
肉
の

出
血
や
腫
れ
が
続
き
、
歯
を
支
え
る
土
台

ま
で
破
壊
さ
れ
、
歯
が
ぐ
ら
ぐ
ら
し
て
痛

く
て
か
め
な
く
な
り
、
つ
い
に
は
歯
が
抜

け
て
し
ま
い
ま
す
。

全
身
の
健
康
状
態
が
悪
化

　
歯
周
病
は
、
糖
尿
病
、
早
産
・
低
出
生

体
重
児
、
肥
満
、
血
管
の
動
脈
硬
化（
心

筋
梗
塞
・
脳
梗
塞
）な
ど
と
深
い
関
わ
り

を
持
ち
、
歯
の
健
康
を
い
つ
ま
で
も
保
つ

こ
と
は
、
か
ら
だ
全
体
の
健
康
を
守
る
こ

と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

妊 婦 歯 科 健 診
に つ い て 詳 し
くはこちら▼

歯 周 病 検 診 に
つ い て 詳 し く
はこちら▼

＋

歯の質 むし歯菌

糖分 時間

む
し
歯


